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基礎調査の進捗状況と今後のスケジュール 

※前回（令和５年度第２回）の資料 2-2「（仮称）藤沢市こども計画の策定に係る基礎調査の概要

（案）」の資料に追加・修正をしています。 

 

１．基礎調査の目的 

本年度に実施する基礎調査は、こども基本法（令和４年法律第７７号）第１０条第２項に

規定する「市町村こども計画」を策定するために必要となる、本市の子ども・若者、子育て

家庭の実態を把握することを目的として実施します。 

本市においては、「藤沢市子ども・子育て支援事業計画」、「藤沢市子ども共育計画」を引き

継ぐ、子ども分野の一体的な計画として、「（仮称）藤沢市こども計画」を策定するための基

礎調査として位置付けます。 

 

２．基礎調査の概要 

「藤沢市子ども・子育て支援事業計画」に関する基礎調査として利用希望把握調査（アン

ケート調査）を、「藤沢市子ども共育計画」に関する基礎調査として子どもと子育て家庭の生

活実態調査（アンケート調査、支援者ヒアリング調査、社会資源調査）を実施します。 

 

（１）「藤沢市子ども・子育て支援事業計画」に関する基礎調査（利用希望把握調査） 

幼児期における保育所や幼稚園等や地域の子育て支援の利用希望、学童期における放課後

児童クラブの利用希望を把握するために実施します。 

 

(ア)子ども・子育て支援に関する利用希望把握調査 →回答を回収中 

項目 概 要 

目的 主に保育所・幼稚園等や地域の子育て支援の利用希望を把握 

調査対象（標本数） 市内在住の０～４歳児の子どもを持つ世帯（6,000件） 

抽出方法 住民基本台帳から無作為抽出 ※世帯重複がないよう抽出 

調査実施期間 2023年 10月 20日～11月 13日（消印有効） 

実施方法 郵送配布・郵送回収 

 

(イ)放課後児童クラブに関する利用希望把握調査 →回答を回収中 

項目 概 要 

目的 主に放課後児童クラブの利用希望を把握 

調査対象（標本数） 市内在住の５歳児及び小学校小学１～４年生の保護者（6,000件） 

抽出方法 住民基本台帳から無作為抽出 ※世帯重複がないよう抽出 

調査実施期間 2023年 10月 20日～11月 13日（消印有効） 

実施方法 郵送配布・郵送回収・ウェブ調査の併用 
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（２）「藤沢市子ども共育計画」に関する基礎調査（子どもと子育て家庭の生活実態調査） 

子どもと子育て家庭の生活実態調査は、（ア）アンケート調査、（イ）支援者ヒアリング調

査、（ウ）社会資源調査の３種類の基礎調査を実施します。 

 

(ア) アンケート調査 →回答を集計中 

項目 概 要 

目的 子どもや子育て家庭の状況、抱える課題や支援ニーズ等について

広く実態を把握 

調査対象（標本数） ① ５歳児の子どもを持つ保護者（3,749件） 

②市立小学校５年生の児童本人、その保護者（各 3,913件） 

③市立中学校２年生の生徒本人、その保護者（各 3,615件） 

抽出方法 ①住民基本台帳から５歳児のいる世帯を抽出(全数) 

②市立小学校 35校及び特別支援学校の５年生（全数） 

③市立中学校 19校及び特別支援学校の２年生（全数） 

調査実施期間 ①2023年９月 29日～10月 23日（消印有効） 

②2023年 10月２日～10月 23日（消印有効） 

③2023年 10月２日～10月 23日（消印有効） 

実施方法 ① 郵送配布・郵送回収 

② 小学校経由の配布・郵送回収 

③ 中学校経由の配布・郵送回収 

 

(イ) 支援者ヒアリング調査 →１５分野・２３か所程度と調整・実施中（予定含む） 

項目 概 要 

目的 アンケート調査では把握することが困難な、子ども、若者、子育

て家庭の状況、抱える課題や支援ニーズ等について実態把握 

調査対象 日ごろから、子どもや子育て家庭の支援に携わっている施設職員

や教員、ＮＰＯ法人等 

調査実施期間 第１期：2023年 10月中旬～11月下旬頃（実施中） 

第２期：2024年 1月頃（実施予定） 

実施方法 オンラインまたは訪問によるヒアリングの実施 

 

(ウ) 社会資源調査 →69箇所から回答済み※ 

項目 概 要 

目的 市内にある子どもの居場所等の活動状況や、子どもや若者の支援

ニーズ、今後の市の施策への意見等を把握 

調査対象（標本数） 市内にある子どもの居場所を運営している施設や団体等（民間 

事業者・法人を含む。市が把握していて連絡することができる 

子どもや若者の居場所運営施設・団体への電子メールによる依 

頼及び市ホームページ掲載） 

調査実施期間 2023年 9月中旬～10月 31日 

実施方法 電子メールによる依頼・ウェブ調査 

 ※データクリーニング実施前の件数であるため、件数が変動する可能性があります。 
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３．今後のスケジュール ※現時点案です。今後変更の予定があります。 

≪令和５年度≫ 

会議等 時期（予定） 内容（予定） 

第３回 

子ども・子育

て会議 

令和５年 11月９日  子どもや若者から意見を聴く方法について 

 基礎調査の進捗状況と今後のスケジュール 

（国） 令和５年 12月頃 こども大綱の閣議決定 

（実態調査・

ニーズ調査） 

～令和６年２月頃 第 2期ヒアリング調査 

アンケート調査データ集計分析 

調査報告書作成作業 

第４回 

子ども・子育

て会議 

令和６年２月 16日  国のこども大綱について 

 現行計画と次期計画について（考え方） 

 子どもと子育て家庭の生活実態調査の速報

値並びに支援者ヒアリング及び社会資源調

査の結果概要報告 

（市議会） 令和６年２月～３月  子どもと子育て家庭の生活実態調査の速報

値並びに支援者ヒアリング及び社会資源調

査の結果概要報告 

第５回 

子ども・子育

て会議 

令和６年３月 22日  子どもと子育て家庭の生活実態調査 報告 

 ニーズ調査・量の見込みの報告 

 次期計画策定に向けた整理（目次） 

 

≪令和６年度≫ 

  ４月ごろ   〇追加調査（こども大綱の内容による） 

 

５月ごろ   〇基礎調査結果についての市民説明・ワークショップなど 

         〇基礎調査結果についての子ども・若者への説明・意見徴収 

 

  夏ごろ    〇計画骨子の検討 

〇教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の検討 

 

  秋～冬    〇計画素案の検討・作成・議会への報告 

         〇パブリックコメントの実施 

 

  ３月末    〇計画の確定（←計画名称はここで最終決定） 

          

 

以 上  


